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は
じ
め
に

　

佐
竹
氏
第
十
二
代
当
主
佐
竹
義
人
（
初
名
義
憲
。
以
下
、
改
名
問
題
を
扱
う
場
合
以
外
は
、

義
人
と
表
記
す
）
は
、
関
東
管
領
上
杉
憲
定
の
次
男
で
あ
る
が
、
応
永
十
四
（
一
四
〇
七
）

年
に
十
一
代
義
盛
が
後
嗣
の
な
い
ま
ま
没
し
た
た
め
、
請
わ
れ
て
後
を
継
ぎ
、
義
盛
の
娘

（
源
姫
）
を
妻
と
し
た
。
し
か
し
、
佐
竹
氏
の
有
力
庶
流
山
入
与
義
を
は
じ
め
、
こ
れ
を
喜

ば
な
い
一
族
が
多
く
領
国
常
陸
国
へ
の
入
国
が
困
難
で
あ
っ
た
。
状
況
を
危
惧
し
た
鎌
倉
公

方
足
利
持
氏
の
後
援
を
得
て
、
義
人
は
翌
年
よ
う
や
く
入
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

上
杉
禅
秀
の
乱
後
、
功
に
よ
り
鎌
倉
府
の
評
定
頭
人
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
も
幕
府
と
鎌

倉
府
と
の
対
立
の
間
に
あ
っ
て
、
家
督
相
続
の
際
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
終
始
鎌
倉
公
方
方

に
立
ち
、
幕
府
方
に
立
っ
た
山
入
祐
義
と
競
合
、
応
永
三
十
二
（
一
四
二
五
）
年
、
両
者
で

半
国
守
護
と
し
て
常
陸
守
護
職
を
分
け
合
う
措
置
が
な
さ
れ
た
。

　

永
享
に
入
っ
て
鎌
倉
公
方
持
氏
と
時
の
関
東
管
領
上
杉
憲
実
（
義
人
従
兄
。
加
え
て
憲
実

は
義
人
次
男
の
実
定
を
猶
子
と
し
て
い
た
）
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
と
、
義
人
は
そ
れ
ま
で

同
様
、
一
貫
し
て
持
氏
を
支
持
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
上
杉
氏
を
実
家
と
す
る
が
故
に
佐

竹
当
主
た
り
得
て
い
た
義
人
に
と
っ
て
、
後
ろ
盾
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

敗
れ
た
持
氏
が
死
去
す
る
と
、
義
人
は
上
杉
氏
と
の
関
係
を
慮
っ
て
か
、
家
督
を
嫡
男
義
俊

（
初
名
義
従
。
以
下
、
義
俊
と
表
記
す
）
に
譲
っ
た
が
、
な
お
も
実
権
は
掌
握
し
つ
づ
け
る

の
で
あ
る
。

　

持
氏
の
死
去
後
、
結
城
合
戦
で
持
氏
派
が
一
掃
さ
れ
る
と
、
幕
府
の
追
討
を
う
け
る
は
め

に
陥
っ
た
が
、
嘉
吉
の
変
（
嘉
吉
元
（
一
四
四
一
）
年
）
で
将
軍
義
教
が
横
死
し
た
た
め
、

事
な
き
を
得
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
山
入
氏
な
ど
庶
家
の
抵
抗
は
依
然
と
し
て
強
く
、
さ
ら
に
晩
年
は
義
人

が
実
家
上
杉
氏
と
の
関
係
改
善
を
図
り
、
当
主
の
義
俊
を
遠
ざ
け
次
男
実
定
を
偏
愛
し
た
た

め
、
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
年
に
は
義
俊
と
孫
の
義
治
が
居
城
（
太
田
城
）
を
追
放
さ
れ
、

更
に
上
杉
憲
実
ま
で
が
実
定
を
正
式
に
上
杉
氏
の
後
継
者
に
迎
え
て
上
杉
の
家
名
と
関
東
管

領
の
地
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
上
杉
氏
の
家
宰
で
あ
る
長
尾
景
仲
と
対
立
す
る
な

ど
、
家
中
は
ま
す
ま
す
混
乱
し
た

（
1
）。　

　

以
上
の
よ
う
な
評
価
が
義
人
に
つ
い
て
の
定
説
で
あ
り
、
概
ね
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

残
存
史
料
数
の
制
約
か
ら
か
、
義
人
の
み
を
扱
っ
た
先
行
研
究
の
数
は
少
な
く

（
2
）、

さ
ら
に
、

そ
の
晩
年
で
あ
る
享
徳
期
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
未
だ
解
明
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
主
に
先
行
研
究
で
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
点
や
、
義
人
の
晩
年

の
動
向
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　

佐
竹
義
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（
義
憲
）
に
つ
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の
基
礎
的
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一　

改
名
お
よ
び
花
押
の
変
化
の
契
機

　

本
章
で
は
、
義
憲
か
ら
義
人
へ
の
改
名
の
契
機
、
ま
た
、
花
押
の
変
化
の
契
機
に
つ
い
て

い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

な
お
、
義
人
の
改
名
や
花
押
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
発
給

文
書
を
整
理
し
た
新
田
英
治
氏
の
詳
細
な
研
究

（
3
）が

あ
り
、
正
確
な
分
析
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
論
を
進
め
る
。

　
　
　
　
　

１　

佐
竹
義
憲
か
ら
義
人
へ

　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
以
下
『
家
譜
』
と
略
記
す
）
は
義
人
に
つ
い
て
、「
初
義
憲

　

義
人　

龍
保
丸　

七
郎　

右
馬
助　

左
馬
助　

左
衛
門
佐
〈
寛
永
系
図
右
衛
門
佐
〉　

右

京
大
夫

（
4
）」

と
し
て
い
る
。

　

新
田
氏
に
よ
る
改
名
時
期
の
分
析
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　

義
人
の
史
料
上
の
初
見
は
、
応
永
十
五
（
一
四
〇
八
）
年
十
月
十
七
日
付
け
沙
弥
長
基

（
上
杉
憲
定
）
奉
書

（
5
）の

宛
所
に
「
佐
竹
龍
保
殿
」
と
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
義
憲
」
と
の

署
名
の
初
見
は
、
応
永
二
十
四
（
一
四
一
七
）
年
六
月
一
日
付
け
二
方
兵
部
大
輔
宛
感
状

（
6
）で

あ
り
、
永
享
八
（
一
四
三
六
）
年
発
給
と
比
定
さ
れ
る
閏
五
月
二
十
三
日
付
け
書
下

（
7
）ま

で
確

認
で
き
る
。
応
永
二
十
一
（
一
四
一
四
）
年
八
月
の
時
点
で
「
左
馬
助

（
8
）」

と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
成
人
し
て
い
て
「
義
憲
」
と
名
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
応
永
二
十
一
年
八
月
〜
永
享
八
年
閏
五
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
は
、

「
義
憲
」
を
名
乗
っ
て
い
た
。

　
「
義
人
」
と
の
署
名
で
発
給
年
が
明
確
な
も
の
の
初
見
は
、
宝
徳
二
（
一
四
五
〇
）
年
二

月
十
六
日
付
け
赤
須
兵
庫
助
宛
紛
失
証
状

（
9
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
Ｃ
型

（
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
義
人
の
花
押
に
は
Ａ
〜
Ｃ
型
の
三
タ
イ
プ

（
10
）が

存
在
す
る
。
図
版
①

〜
③
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
年
次
未
詳
で
は
あ
る
が
義
人
と
の
署
名
及
び
Ｂ
型
花
押
が

見
え
る
史
料

（
11
）の

存
在
か
ら
、「
義
人
」
と
称
し
た
の
は
Ｃ
型
花
押
の
初
見
で
あ
る
文
安
二
（
一

四
四
五
）
年
二
月
七
日

（
12
）よ

り
も
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

右
の
様
な
新
田
氏
の
分
析
か
ら
、
花
押
Ａ
型
か
ら
Ｂ
型
へ
の
変
化
が
応
永
三
十
（
一
四
二

三
）
年
三
月
〜
正
長
三
（
一
四
三
〇
）
年
の
間
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
改
名
と
花
押

の
変
化
が
同
時
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
新
田
氏
は
「
義
憲
」
か
ら
「
義
人
」
へ
の
改
名
の
契

機
に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
永
享
八
年
閏
五
月
二
十
三
日
か
ら
文
安
二
年
二
月
七
日

の
間
で
、
改
名
を
促
す
切
っ
掛
け
を
探
す
と
、
佐
藤
博
信
氏
が
指
摘

（
13
）し

て
い
る
よ
う
に
、
永

享
の
乱
に
よ
る
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
の
死
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
家
督
交
替
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
掲
げ
る
史
料
①
も
、
持
氏
死
去
の
永
享
十
一
（
一
四
三
九
）
年
二
月
十
九
日
以
降
の

改
名
を
示
す
証
左
と
な
ろ
う
。

【
史
料
①
】
佐
竹
義
憲
書
状

（
14
）

大
縄
か
た
へ
、
御
状
披
見
仕
候
了
、
仍
今
度
半
者
為
防
戦
、
又
者
此
御
調
儀
、
上
様
江

可
為
無
二
之
御
忠
節
候
間
、
為
此
方
、
殊
可
然
令
存
事
候
、
猶
々
大
野
・
奥
沢
両
所
并

彼
城
主
被
討
取
候
事
、
則
上
様
江
申
候
了
、
定
可
被
成　

御
書
候
、
委
細
使
節
ニ
申
候

間
、
令
省
略
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
一
月
廿
一
日　
　
　

右
京
大
夫（
佐
竹
）
義
憲
（
花
押
）

謹
上　

白
川
修（
直
朝
）

理
大
夫
殿

　

史
料
①
は
既
に
新
田
氏
に
よ
っ
て
、
宛
所
で
あ
る
白
河
直
朝
の
修
理
大
夫
補
任
が
成
さ
れ

た
永
享
四
（
一
四
三
二
）
年
五
月
二
日

（
15
）か

ら
文
安
二
年
二
月
七
日
の
間
の
発
給
で
あ
ろ
う
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
発
給
年
の
幅
を
狭
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
史

料
①
の
発
給
年
を
探
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
傍
線
部
の
「
上
様
」
が
誰
を
指
し
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

足
利
成
氏
の
鎌
倉
公
方
就
任
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
文
安
二
年
以
降

で
あ
る
。「
義
人
」
な
ら
と
も
か
く
、「
義
憲
」
が
成
氏
を
上
様
と
呼
ぶ
可
能
性
は
な
い
。
し
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た
が
っ
て
、「
義
憲
」
が
「
上
様
」
と
呼
ぶ
の
は
持
氏
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
か

ら
見
て
も
、
史
料
①
の
発
給
は
持
氏
生
存
中
の
永
享
十
一
年
二
月
十
九
日
以
前
と
い
え
る
。

ま
た
、
永
享
十
年
頃
か
ら
白
河
氏
は
幕
府
方
に
付
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
で
あ
る

か
ら

（
16
）、

史
料
①
は
、
永
享
四
年
五
月
二
日
か
ら
永
享
十
（
一
四
三
八
）
年
十
一
月
二
十
一
日

の
間
の
発
給
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

２　

花
押
の
変
化
に
つ
い
て　

　

次
に
、
花
押
の
変
化
に
つ
い
て
も
新
田
氏
の
分
析
を
見
て
い
こ
う
。

　

義
人
の
花
押
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
Ａ
〜
Ｃ
型
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
Ａ
型
は
所
謂

上
杉
様
で
あ
り
、
彼
の
父
上
杉
憲
定
の
系
統
を
引
く
も
の
と
い
え
る
。
Ａ
型
花
押
は
、
応
永

三
十
年
三
月
頃
ま
で
は
現
在
確
認
で
き
て
い
る

（
17
）。

そ
の
後
、
正
長
三
年
五
月
に
な
る
と
、
花

押
の
形
状
に
劇
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
Ｂ
型
と
す
る
と
、
永
享
十
一
年
三
月
頃

（
18
）ま

で

確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
文
安
二
年
二
月
頃

（
19
）に

な
る
と
、
Ｂ
型
花
押
の
右
肩
が
少
し
変
化
し

た
Ｃ
型
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

新
田
氏
は
花
押
の
変
化
の
契
機
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
改
名
が
そ
の
契
機
で

な
い
こ
と
は
先
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
花
押
を
変
化
さ
せ
る
要
因
が
他
に
あ
っ
た
と
推
測
で

き
る
。
花
押
が
変
化
し
た
具
体
的
な
日
付
が
判
明
す
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
要
因
を

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
考
え
ら
れ
得
る
契
機
を
以
下
に
挙
げ
た
い
。

　

ま
ず
、
最
も
大
き
な
変
化
が
成
さ
れ
た
Ａ
型
か
ら
Ｂ
型
へ
の
契
機
で
あ
る
が
、
現
存
す
る

史
料
を
見
る
限
り
、
応
永
三
十
年
三
月
か
ら
正
長
三
年
五
月
三
日
ま
で
の
間
に
、
上
杉
様
か

ら
武
家
様
へ
と
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
る
。
こ
の
間
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
は
、
応
永
三
十

二
（
一
四
二
五
）
年
の
将
軍
足
利
義
量
の
死
去
、
応
永
三
十
五
（
正
長
元
・
一
四
二
八
）
年

の
前
将
軍
足
利
義
持
の
死
去
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
武
士
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ず
衝
撃

を
受
け
る
出
来
事
で
は
あ
る
の
だ
が
、
幕
府
と
対
立
す
る
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
と
親
密
な
義

人
に
と
っ
て
、
二
人
の
死
去
は
花
押
を
変
化
さ
せ
る
直
接
的
な
要
因
と
は
考
え
難
い
。

　

で
は
、
他
に
契
機
と
な
り
得
る
出
来
事
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
最
も
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
出
来
事
は
、
応
永
三
十
三
（
一
四
二
六
）
年
正
月
の
足
利
持
氏
の
御
判
改
め

（
20
）で

あ
る
。

こ
の
時
、
持
氏
の
花
押
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
か
ら
武
家
様
（
足
利
様
）
へ
と
劇
的
な
変
化
が

な
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
義
人
の
持
氏
に
対
す
る
忠
誠
は
絶
対
的
で
あ
り
、

鎌
倉
府
（
足
利
持
氏
）
の
後
ろ
楯
に
よ
っ
て
佐
竹
惣
領
た
り
得
て
い
た
義
人
が
、
持
氏
に
倣

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
Ｂ
型
か
ら
Ｃ
型
へ
の
変
化
の
契
機
に
つ
い
て
だ
が
、
改
名
が
そ
の
契
機
で
な
い
こ

と
は
先
に
も
述
べ
た
。
永
享
十
二
（
一
四
四
〇
）
年
か
ら
文
安
二
年
の
五
年
の
間
に
、
花
押

に
微
妙
な
変
化
を
も
た
ら
す
契
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
は
結
城
合
戦
・
嘉

吉
の
変
な
ど
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
義
人
に
と
っ
て
は
重
要
な
事
件
で
あ
る
た
め
、
簡
単
に
述

べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
或
い
は
、
嫡
子
義
俊
へ
の
家
督
交
替

（
21
）が

契
機
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。　
　

　
　
　
　

二　

晩
年
の
義
人―

享
徳
の
乱
に
際
し
て―

　

義
人
の
晩
年
は
、
享
徳
の
乱
の
只
中
で
あ
っ
た
。
享
徳
三
（
一
四
五
五
）
年
末
に
勃
発
し

た
乱
は
、
文
明
十
四
（
一
四
三
八
）
年
十
一
月
に
和
睦
す
る
ま
で
、
関
東
一
円
に
争
乱
を
も

た
ら
し
、
関
東
地
方
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
遠
因
と
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
公
方
足
利
成
氏
に

よ
る
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
の
暗
殺
に
端
を
発
し
た
享
徳
の
乱
は
、
関
東
の
国
人
達
を
鎌
倉
公
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方
（
古
河
公
方
）・
上
杉
氏
・
堀
越
公
方
（
幕
府
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
分
か
れ
さ
せ
、

さ
ら
に
は
そ
の
各
家
中
を
も
二
分
、
三
分
さ
せ
る
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
。
佐
竹
氏
も
他
の

国
人
達
同
様
、
家
中
が
義
俊
派
と
実
定
派
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
義
俊
は
足
利
成
氏
に
、
実

定
は
幕
府
に
与
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
義
人
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
そ
の
立

場
は
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
義
人
の
享
徳
の
乱
で
の
立
場
に
つ
い
て
、
佐
藤
氏
は
言
明

こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
義
俊
支
持
を
想
定
さ
せ
る
定
説
と
は
異
な
る
説

（
22
）を

、
佐
々
木
倫
郎
氏

は
実
定
支
持
の
定
説

（
23
）を

唱
え
て
お
ら
れ
る
。
は
た
し
て
、
享
徳
の
乱
で
義
人
は
ど
の
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

１　

義
人
の
動
向

　

享
徳
の
乱
勃
発
以
前
に
、
佐
竹
氏
は
既
に
義
俊
派
と
実
定
派
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
享
徳

元
年
に
「
佐
竹
五
郎
（
義
俊
）・
六
郎
（
実
定
）
合
戦

（
24
）」

と
呼
ば
れ
る
惣
領
を
懸
け
た
争
い
が

起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
永
享
の
乱
で
は
一
貫
し
て
鎌
倉
府
（
足
利
持
氏
）
派
で
あ
っ
た
義
人
だ
が
、
次
男
実

定
を
関
東
管
領
上
杉
憲
実
の
養
子
に
入
れ
る

（
25
）な

ど
、
実
家
で
あ
る
山
内
上
杉
氏
と
の
関
係
は

断
絶
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
決
定
的
な
破
局
を
迎
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
実
定
の
山
内
上
杉
氏
入

嗣
は
、
家
督
継
承
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
26
）が

、
結
果
的
に
は
憲
実
の

長
子
憲
忠
を
推
す
長
尾
景
仲
等
の
反
発
に
よ
っ
て
失
敗
す
る

（
27
）。

破
談
に
な
っ
た
実
定
は
、
お

そ
ら
く
文
安
四
（
一
四
四
七
）
年
六
月
以
前

（
28
）に

は
常
陸
に
戻
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の

後
も
上
杉
様
の
花
押
を
使
い
続
け
、
山
内
上
杉
氏
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る

（
29
）。

こ
の
実
定
の
帰
国
が
佐
竹
宗
家
を
二
分
す
る
争
い
の
種
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。　

　

破
談
し
た
と
は
い
え
、
関
東
管
領
職
を
引
き
継
ぐ
寸
前
だ
っ
た
実
定

（
30
）が

、
帰
国
後
た
だ
兄

義
俊
の
下
に
甘
ん
じ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
結
論
か
ら
い
え
ば
「
合
戦
」
に
ま
で
及
ん

だ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
実
定
は
義
俊
に
換
わ
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、

義
俊
は
成
氏
か
ら
「
惣
領
」
と
し
て
支
持
さ
れ

（
31
）、

実
定
は
父
義
人
や
江
戸
氏
・
山
入
氏
の
支

持
を
得
た
と
さ
れ
て
い
る

（
32
）。

実
際
、
義
俊
は
本
城
太
田
城
を
追
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
義
人
は

実
定
を
支
持
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。

　

息
子
二
人
の
対
立
は
、
享
徳
の
乱
中
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
が
説
く
よ
う
に
、
義
俊
＝

成
氏
派
、
実
定
＝
幕
府
派
（
上
杉
派
）
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
義
人
は
実
定
と
行
動
を
同
じ

く
し
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
実
際
は
多
少
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
②
】
足
利
成
氏
軍
勢
催
促
状
写

（
33
）

「
同
前
」

属
右（佐
竹
義
人
）

京
大
夫
手
、
不
日
馳
参
、
可
抽
忠
節
之
状
、
如
件
、

　
　
　

享（一
四
五
六
）

徳
四
年
正
月
七
日　
　
　
　
　
　
（（
足
利
成
氏
）

花
押
影
）

　
　
　
　

大
山
因
幡
守
殿

【
史
料
③
】
足
利
成
氏
軍
勢
催
促
状
写

（
34
）　

　

「
足
利
左
兵
衛
督
成
氏
朝
臣
書
」

佐
竹
右（義
人
）京大

夫
致
同
道
、
不
日
馳
参
、
可
抽
忠
節
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

□
﹇
享
﹈徳

四
年
正
月
廿
九
日       　
　
　
　
　

 （（
足
利
成
氏
）

花
押
影
）

　
　
　
　
　

□
﹇
大
﹈山

因
幡
守
殿

【
史
料
④
】
本
間
直
季
副
状
写

（
35
）

「
本
間
前
近
江
守
直
季
添
状
」

就
右（佐
竹
義
人
）

京
大
夫
参
上
、
被
成
御
教
書
候
、
令
同
心
、
早
々
被
馳
参
、
可
被
致
忠
節
之
由
、

被
仰
出
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

正
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
前（
本
間
）

近
江
守
直
季
（
花
押
影
）

　

謹
上　

大
山
因
幡
守
殿

　

史
料
②
・
③
は
、
成
氏
か
ら
の
一
方
的
な
軍
勢
催
促
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
史
料
④
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の
存
在
に
よ
り
、
右
京
大
夫
で
あ
る
義
人
が
成
氏
の
要
請
に
応
え
て
出
陣
し
た
こ
と
が
判
る
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
享
徳
の
乱
勃
発
当
初
、
義
人
は
成
氏
方
と
し
て
行
動
し
た
実
績
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
義
俊
を
支
持
し
て
い
た
大
山
因
幡
守
に
対
し
既
に
出
陣
し
て
い
る
義
人

に
従
っ
て
参
陣
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
人
と
大
山
因
幡
守
と
の
間
に
距
離
感

が
あ
る
こ
と
（
こ
れ
は
つ
ま
り
、
義
人
と
義
俊
の
間
に
も
距
離
が
あ
り
、
義
人
の
実
定
支
持

を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
か
）、
ま
た
、
義
人
が
い
ち
早
く
成
氏
に
応
じ
た
こ
と
が
判
る
。

　

義
俊
・
実
定
の
勃
発
当
初
の
動
向
は
実
は
判
然
と
し
な
い
。
腹
心
大
山
氏
が
軍
勢
催
促
を

受
け
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
勃
発
か
ら
十
日
程
度
で
出
陣
し
た
義
人
に
比
べ
、

正
月
二
十
九
日
の
段
階
で
も
、
義
俊
は
成
氏
方
に
参
陣
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
義
俊
は
、
享
徳
元
年
の
「
五
郎
・
六
郎
合
戦
」
時
か
ら
「
惣
領
」
と
し
て
成
氏
の
支
持

を
得
て
い
た

（
36
）か

ら
、
遅
か
れ
早
か
れ
成
氏
を
支
持
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き

る
し
、
事
実
そ
う
で
あ
る

（
37
）（

義
俊
の
動
向
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
そ
し
て
ま
た
、
勃
発
段

階
の
史
料
で
は
追
え
な
い
が
、
破
談
以
降
も
上
杉
様
の
花
押
を
使
い
続
け
た
実
定
が
、
上
杉

を
支
持
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
佐
藤

氏
が
想
定
さ
れ
る
通
り
、
義
人
・
義
俊
は
成
氏
方
、
実
定
は
上
杉
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

だ
。

　

だ
が
、
佐
々
木
氏
は
義
人
は
実
定
を
支
持
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
享
徳

元
年
の
義
俊
の
太
田
城
退
去
以
後
も
義
人
は
在
城
し
、
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
に
実
定
の

死
去
以
降
、
応
仁
元
（
一
四
六
八
）
年
十
二
月
の
自
身
の
死
去
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
義
人
の
死
去
後
、
実
定
の
子
義
実
が
太
田
城
か
ら
水
戸
城
へ
移
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て

い
る

（
38
）。

　

義
俊
が
太
田
城
を
離
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、「
一
族
」
の
支
持
を
得
て
い
た

と
さ
れ
る
義
俊
に
対
し
、
父
を
失
っ
た
義
実
が
約
二
年
間
は
本
城
に
残
れ
て
い
た
こ
と

（
39
）は

、

佐
々
木
氏
の
主
張
（
義
人
に
よ
る
後
見
）
に
も
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
事
象
を
ど
う
読
み
解
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
乱
の
勃
発
当
初
は
成

氏
方
と
し
て
出
陣
し
た
義
人
だ
が
、
何
か
を
切
っ
掛
け
に
上
杉
方
、
も
し
く
は
幕
府
方
に
転

身
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
切
っ
掛
け
は
、
享
徳
四
（
康
正
元
・
一
四
五
五
）

年
六
月
の
幕
府
軍
の
関
東
到
着
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
享
徳
の
乱
に
際
し
佐
竹
氏
同
様
、
家

中
を
二
分
し
た
宇
都
宮
氏
の
事
例
が
ヒ
ン
ト
と
な
ろ
う
。
当
時
の
当
主
宇
都
宮
等
綱
は
、
宝

徳
二
（
一
四
五
〇
）
年
に
成
氏
と
関
東
管
領
方
長
尾
景
仲
・
太
田
資
清
等
と
の
対
立
が
招
い

た
江
の
島
合
戦
で
は
成
氏
方
に
与
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
享
徳
の
乱
勃
発
後
は
反
成
氏
と
し

て
幕
府
方
に
与
し
た

（
40
）。

等
綱
が
幕
府
方
へ
転
身
し
た
要
因
と
し
て
、
幕
府
軍
の
関
東
到
着
が

先
行
研
究
で
想
定
さ
れ
て
い
る

（
41
）。

ま
た
、『
鎌
倉
大
草
紙
』
に
も
、
幕
府
軍
の
到
着
を
受
け
て

幕
府
方
へ
転
身
し
た
武
士
が
多
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
42
）。

お
そ
ら
く
、
義
人
の
転
身

も
同
様
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
成
氏
と
上
杉
憲
忠
（
長
尾
景
仲
）

の
争
い
の
時
点
で
は
、
実
定
か
ら
関
東
管
領
職
を
奪
っ
た
形
の
上
杉
氏
で
は
な
く
成
氏
に
与

し
た
が
、
成
氏
と
上
杉
氏
と
の
争
い
か
ら
、
成
氏
と
幕
府
と
の
争
い
に
な
っ
た
時
点
で
、
義

人
は
幕
府
を
選
択
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
或
い
は
、
実
定
も
こ
の
時
点
で
転
身
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
）。

　
　
　

２　

佐
竹
左
京
大
夫
は
誰
か

　

さ
て
、
も
う
一
つ
、
先
行
研
究
で
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
禄
四

（
寛
正
元
・
一
四
六
〇
）
年
四
月
二
十
八
日
付
御
内
書
案
（
史
料
⑤
）
お
よ
び
同
年
十
月
二

十
一
日
付
御
内
書
案
（
史
料
⑥
）
に
現
れ
る
「
佐
竹
左
京
大
夫
」
に
比
定
さ
れ
る
人
物
で
あ

る
。【

史
料
⑤
】
御
内
書
案

（
43
）

就同奉
同
之
訖
、

関
東
事
、
去
年
出
陣
国
中
之
旨
、
被
聞
食
畢
、
尤
神
妙
、
別
而
運
計
略
励
戦
功
候
、

於
其
方
時
宜
者
被
憑
思
召
候
、
次
江
戸
但
馬
入
道
事
、
代
々
忠
節
異
于
他
候
之
条
感
悦

候
、
委
曲
尚
勝（細
川
）元可
申
下
候
也
、

　
　

四
月
廿
八
日　
　
　

御
判
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佐
竹
左
京
大
夫
と
の
へ
右
馬
頭
定
事
也

【
史
料
⑥
】
御
内
書
案

（
44
）

成寛正
三
壬
午
九
月
十
二
、
太
田
上
野
介
有
来
臨
奉
也
、

氏
対
治
事
、
早
速
可
令
出
羽
・
奥
州
両
国
軍
勢
等
出
陣
之
旨
、
被
仰
遣
之
訖
、
諸

篇
加
談
合
白
川
修
理
大
夫
、
抽
戦
功
者
可
被
行
勧
賞
、（
伊
勢
）

委
曲
猶
貞
親
可
申
下
也
、

　
　

十
月
廿
一
日　
　
　

御御判
出
事
同
前

判
◆
◆
◆
◆　
　
　
　

　
　
　
　

佐
竹
左
京
大
夫
殿

  

こ
の
二
通
の
宛
所
で
あ
る
佐
竹
左
京
大
夫
に
、
佐
藤
氏
は
義
俊
を
、
佐
々
木
氏
は
実
定
を

比
定
し
て
い
る
。

　

で
は
ま
ず
、
義
俊
の
動
向
を
追
っ
て
み
よ
う
。　

　

義
人
の
嫡
子
義
俊
は
、
永
享
の
乱
後
に
発
給
文
書
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
に

家
督
を
譲
ら
れ
、
二
頭
政
治
を
行
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る

（
45
）。

だ
が
、
お
そ
ら
く
弟
実
定
の

帰
国
を
契
機
に
関
係
が
悪
化
、
享
徳
元
年
に
は
当
主
で
あ
り
な
が
ら
本
城
太
田
城
を
追
わ
れ
、

「
佐
竹
五
郎
・
六
郎
合
戦
」
と
呼
ば
れ
る
戦
闘
状
態
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
太
田
城
を
追

わ
れ
た
義
俊
は
、
ま
ず
は
、
大
山
因
幡
入
道
常
金
を
頼
っ
て
孫
根
城
（
茨
城
県
東
茨
城
郡
桂

村
）
へ
入
り
、
そ
の
後
、
太
田
城
復
帰
直
前
に
は
、
太
田
城
北
の
大
門
城
（
茨
城
県
常
陸
太

田
市
）
に
移
り
、
実
定
（
義
実
）
派
へ
の
圧
力
を
強
化
し
た

（
46
）。

　

義
俊
が
惣
領
と
し
て
成
氏
に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
享
徳
の
乱
中
に

義
俊
が
成
氏
派
で
あ
っ
た
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
⑦
】
足
利
成
氏
書
状

（
47
）

「（
端
裏
）

（
切
封
墨
引
」

義（佐
竹
）

俊
・
義（佐
竹
）治の

事
、
如
年
来
相
守
無
二
致
忠
節
者
、
可
然
候
、
敢
不
可
存
私
曲
候
也
、

　
　
　

十
二
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
（（
足
利
成
氏
）

花
押
）

　
　
　
　

小
野
崎
越
前
守
と
の
へ

　

史
料
⑦
の
具
体
的
な
発
給
年
は
不
明
だ
が
、
享
徳
元
〜
長
禄
四
年
の
間
の
発
給
と
さ
れ
て

い
る
文
書

（
48
）で

「
五
郎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
義
俊
が
「
義
俊
」
と
呼
ば
れ
、
嘉
吉
三
（
一
四
四

三
）
年
生
ま
れ
と
さ
れ
る
子
息
が
「
義
治
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
く
と
も
長
禄

年
間
に
発
給
さ
れ
た
文
書
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
享
徳
の
乱
勃
発
以
降
、
一
定
期
間
は
確

実
に
成
氏
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
転
身
し
た
よ
う
で
あ
る
が
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）、

少
な
く
と
も
惣
領
を
争
っ
て
い
た
実
定
が
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
九
月
に
死
去
す
る
ま
で

は
、
成
氏
派
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
幕
府
が
史
料
⑤
・
⑥
の
如
き
文
書
を
義
俊
に
発
給
す
る
こ
と
は
ま

ず
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
「
御
内
書
案
」
中
に
幕
府
か
ら
成
氏
派
の
武
士
に
宛
て
た

文
書
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
降
服
（
転
身
）
を
促
す
文
言
が
記
さ
れ
て

い
る

（
49
）た

め
、
同
じ
く
成
氏
派
の
義
俊
が
「
可
被
行
勧
賞
」
し
な
ど
と
命
じ
ら
れ
る
立
場
に
な

る
は
ず
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
佐
竹
左
京
大
夫
を
義
俊
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

義
俊
で
は
な
い
場
合
、
実
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
佐
々
木
氏
の
指
摘
の
通
り
、

当
時
実
定
が
佐
竹
家
督
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
た
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り

（
50
）、

何

ら
異
議
は
な
い
。
だ
が
、
佐
竹
左
京
大
夫
を
実
定
に
比
定
す
る
こ
と
に
は
、
若
干
の
疑
義
が

残
る
の
で
あ
る
。

　

佐
々
木
氏
は
実
定
の
名
乗
り
の
変
遷
を
、
六
郎
↓
左
京
大
夫
↓
常
陸
介
と
す
る
（
佐
藤
氏

も
義
俊
の
名
乗
り
の
変
遷
を
五
郎
↓
左
京
大
夫
↓
（
伊
予
守
）
↓
前
伊
予
守
と
し
て
い
る

（
51
））。

こ
の
時
期
の
官
位
相
当
制
が
正
確
か
ど
う
か
に
つ
い
て
述
べ
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
父

で
あ
る
義
人
の
存
命
中
に
、
息
子
が
そ
の
官
位
を
越
え
る
こ
と
に
は
不
自
然
さ
を
覚
え
る
。

同
じ
く
二
頭
政
治
を
行
っ
て
い
る
奥
州
の
白
河
氏
も
、
入
道
し
た
父
直
朝
の
修
理
大
夫
に
対

し
、
当
主
で
あ
る
子
の
政
朝
は
弾
正
少
弼
な
の
で
あ
る
。
父
子
、
兄
弟
で
そ
れ
ぞ
れ
違
う
勢

力
に
属
し
た
場
合
に
、
子
や
弟
が
父
や
兄
の
官
位
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
同
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じ
勢
力
内
で
父
の
存
命
中
に
子
の
官
位
が
父
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
や
抵
抗
が
あ

る
。
後
に
、「
前
伊
予
守
」
と
名
乗
る
義
俊
か
ら
「
老
父
義
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
（
史
料
⑧
）、
義
人
は
入
道
し
て
い
た
可
能
性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
も
義
人

は
右
京
大
夫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

右
の
如
き
疑
問
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
史
料
⑤
・
⑥
の
「
佐
竹
左
京
大
夫
」
に
は
義
人

を
宛
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
左
右
の
誤
記
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
写

で
は
あ
る
が
嘉
吉
元
（
一
四
四
一
）
年
に
比
定
さ
れ
る
細
川
持
之
書
状

（
52
）で

は
、
義
人
を
指
し

て
「
佐
竹
左
京
大
夫
」
と
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
案
文
で
あ
る
「
御
内
書
案
」
も
ま
た
、
誤

記
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
義
人
の
年
齢
に
つ
い
て
も
長
禄
四

年
に
は
六
十
歳
で
あ
り
、
実
際
に
戦
場
に
立
つ
こ
と
や
、
全
盛
期
を
迎
え
幕
府
か
ら
の
期
待

も
大
き
い
白
河
直
朝
と
そ
の
立
場
を
並
べ
る
こ
と
に
何
の
障
害
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
佐

竹
左
京
大
夫
」
が
義
人
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　

三　

義
人
と
義
俊
の
和
睦

　

最
後
に
、
義
人
の
最
晩
年
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
義
人
と
義
俊
の
関

係
は
、
最
後
ま
で
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
り
、
細
か
い
言
及
が
な
さ
れ

る
こ
と
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
史
料
⑧
・
⑨
の
存
在
（
直
接
的
に
は
史

料
⑧
）
が
、
二
人
の
対
立
関
係
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
⑧
】
佐
竹
義
俊
書
状

（
53
）

先
日
御
返
事
、
委
細
示
給
候
之
条
、
恐
悦
之
至
候
、
就
其
老
父
義
人
、
判
形
於
被
進
之

候
、
在
所
之
事
、
於
義
俊
も
、
不
可
有
相
違
候
、
堅
預
御
合
力
候
者
、
可
申
談
候
、
猶

以
何
事
候
共
、
始
末
無
余
儀
、
可
申
承
候
、
御
同
心
可
為
本
望
候
、
心
底
口
上
申
候
間
、

不
能
審
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
一
月
六
日　
　
　
　

前（
佐
竹
）
伊
予
守
義
俊
（
花
押
）

　
　

謹
上　

白（
直
朝
）
河
殿

【
史
料
⑨
】
佐
竹
義
俊
書
状

（
54
）

両
度
進
状
候
処
、
御
返
事
本
意
至
候
、
就
其
重
而
判
形
於
可
進
之
由
承
候
之
間
、
進
之

候
、
当
国
郷
荘
之
内
東
河
内
・
西
河
内
并
深
荻
之
村
去
進
之
候
所
実
也
、
但
御
合
力
一

途
行
候
者
、
無
相
違
可
有
御
知
行
候
、
然
者
、
不
移
時
日
山
縣
口
江
一
勢
被
進
差
御
調

義
肝
要
候
、
年
内
無
余
日
候
之
間
、
一
日
も
早
速
御
合
力
所
仰
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
一
月
廿
一
日　
　
　
　

前（佐
竹
）

伊
予
守
義
俊
（
花
押
）

　
　
　

謹
上　

白（直
朝
）河修
理
大
夫
入
道
殿　

　

右
の
史
料
⑧
・
⑨
は
佐
竹
義
俊
か
ら
白
河
直
朝
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
、
過
去
に
父
義
人

と
直
朝
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
所
領
の
去
り
渡
し

（
55
）を

義
俊
も
認
め
、
さ
ら
に
新
た
な
所
領
の

去
り
渡
し
を
行
う
こ
と
で
直
朝
の
合
力
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
年
次
未
詳
な
が
ら
同
時
期

の
発
給
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
通
は
、
発
給
時
期
の
義
俊
の
立
場
を
具
に
語
っ
て
い

る
。

　

ま
ず
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
い
く
が
、
過
去
に
義
人
が
直
朝
へ
去
り
渡
し
た
所
領
は
、
宮

河
内
・
利
員
の
二
所
で
あ
り
、
義
俊
が
直
朝
へ
去
り
渡
し
た
所
領
は
、
東
河
内
・
西
河
内
・

深
荻
の
三
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
太
田
城
か
ら
北
へ
向
か
う
街
道
の
要
所
や
、
太
田

城
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
で
あ
り
、
義
俊
が
直
朝
と
の
関
係
構
築
を
希
望
し
、
合
力
を
求
め
る

こ
と
へ
の
必
死
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
対
立
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
義
人
の

存
命
中
に
、
義
人
の
去
状
を
再
認
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
義
人
と
義
俊
の
対
立
関
係
に
変
化

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
後
の
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
九
月
に
、
同
年
五
月

に
成
氏
方
か
ら
幕
府
方
へ
転
身
し
た
小
山
持
政
が
直
朝
に
対
し
て
「
佐
竹
事
、
其
方
近
隣
之

間
、
毎
々
被
仰
談
候
者
、
彼
方
不
被
存
等
閑
候

（
56
）」

と
依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
明
三
年
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以
前
に
、
義
俊
は
成
氏
方
か
ら
幕
府
方
へ
と
転
身
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
こ
れ
ら
二
通
の
発
給
時
期
が
重
要
に
な
る
の
だ
が
、
あ
る
程
度
の
時
期
の
限
定
は

可
能
で
あ
る
。
ま
ず
下
限
だ
が
、
史
料
⑧
に
「
老
父
義
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
人
の
存

命
中
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
義
人
の
没
年
月
日
は
『
家
譜
』
や
系
図
な
ど
か
ら
、
応
仁
元

（
一
四
六
七
）
年
十
二
月
二
十
四
日
で
あ
る
こ
と
が
判
る
た
め
、
つ
ま
り
、
史
料
⑧
・
⑨
は

応
仁
元
年
十
一
月
廿
一
日
以
前
の
発
給
で
あ
る
と
い
え
る
。
宛
所
で
あ
る
直
朝
は
、
自
己
の

利
益
の
た
め
に
動
い
た
結
果
、
成
氏
方
に
与
し
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
が

（
成
氏
方
か
ら
出
陣
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
直
朝
が
応
じ
た
形
跡
は

な
い
）、
成
氏
方
に
追
わ
れ
た
宇
都
宮
等
綱
を
保
護
し
た
り

（
57
）、

文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
六
月

に
は
将
軍
足
利
義
政
か
ら
戦
功
を
認
め
ら
れ
る

（
58
）な

ど
し
て
い
る
た
め
、
戦
乱
の
当
事
者
で
あ

る
関
東
の
武
士
達
の
よ
う
に
積
極
的
な
行
動
を
と
っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
幕
府
方
で
あ
っ

た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
方
で
あ
っ
た
直
朝
に
対
し
、
太
田

城
周
辺
の
切
迫
し
た
状
況
へ
の
対
応
を
求
め
る
史
料
⑧
・
⑨
を
発
給
し
た
時
点
、
応
仁
元
年

十
一
月
二
十
一
日
以
前
に
、
義
俊
は
既
に
転
身
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

で
は
上
限
は
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
長
禄
年
間
ま
で
は
義
俊
は
成

氏
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
発
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
惣
領
を
争
っ
て
い
た
実

定
の
死
去
が
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
九
月
二
十
五
日
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降

と
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
通
は
寛
正
六
年
十
一
月
六

日
以
降
、
応
仁
元
年
十
一
月
二
十
一
日
以
前
と
い
う
約
二
年
の
間
の
発
給
で
あ
っ
た
と
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

義
俊
の
幕
府
方
転
身
が
即
ち
義
人
と
の
和
睦
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

史
料
⑧
・
⑨
を
発
給
し
た
時
、
つ
ま
り
、
義
人
の
存
命
中
に
和
睦
（
対
立
関
係
の
解
消
）
が

成
立
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
実
定
派
で
あ
っ
た
山
入
氏
が
、
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）

年
に
義
治
（
義
俊
嫡
男
）
の
死
去
後
に
太
田
城
を
急
襲
し
、
義
治
の
子
で
あ
っ
た
義
舜
を
退

去
さ
せ
対
立
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
も
、
実
定
派
（
義
人
）
と
義
俊
派
と
間
で
和
睦
が
成
さ
れ

た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
実
定
の
跡
を
継
い
だ
義
実
の
太
田
城
退
去
が
「
出
奔
」
と
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
59
）は

、
自
発
的
行
動
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
義
俊
・
義
治
父
子
が

強
引
に
太
田
城
に
戻
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
義
人
の
存
命
中
に
起
き
た

義
俊
・
義
治
の
太
田
城
帰
城
は
、
互
い
の
了
解
の
も
と
、
平
和
的
に
行
わ
れ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
佐
竹
義
人
（
義
憲
）
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
や
、
評
価

が
分
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
ま
た
、
推
測
を
重
ね
た
部
分

も
多
い
が
考
察
を
進
め
て
き
た
。

　

ま
ず
、
改
名
お
よ
び
花
押
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
契
機
を
求
め
る
と
、
鎌
倉
公
方
足

利
持
氏
の
強
い
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
持
氏
の
支
持
に
よ
っ
て
佐
竹

惣
領
た
り
得
て
い
た
義
人
の
、
持
氏
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
強
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

次
に
、
享
徳
の
乱
勃
発
当
初
の
佐
竹
氏
の
動
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
鎌
倉
公
方
足

利
成
氏
と
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
の
対
立
と
し
て
起
き
た
乱
の
最
初
期
は
、
義
人
が
誰
よ
り
も

早
く
成
氏
方
へ
参
陣
し
た
が
、
や
が
て
幕
府
軍
が
関
東
に
到
着
し
、
成
氏
方
と
幕
府
方
と
の

争
い
に
変
化
し
た
こ
と
を
切
っ
掛
け
と
し
て
、
義
人
が
幕
府
方
へ
転
身
し
た
の
で
は
な
い
か

と
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
評
価
の
分
か
れ
て
い
た
「
佐
竹
左
京
大
夫
」
に
は
、
義
人
を

想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
最
晩
年
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
義
人
と
義
俊
は
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
義
俊
の
白
河
直
朝
宛
書
状
の
存
在
が
、
義
人
と
義
俊
の
関
係
の
変
化

を
示
し
、
義
人
の
生
存
中
に
和
睦
が
成
さ
れ
、
義
俊
・
義
治
父
子
の
太
田
城
帰
還
が
叶
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
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残
存
史
料
の
数
的
・
質
的
制
約
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
雑
駁
な
考
察
で
あ
り
、

可
能
性
を
指
摘
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
の
義
人

へ
の
評
価
と
は
異
な
る
視
点
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

註（
1
）  

主
な
も
の
と
し
て
、
渡
辺
世
祐
『
関
東
中
心
足
利
時
代
之
研
究
（
改
訂
版
）』（
新
人
物

往
来
社
、
一
九
九
五
年
。
初
刊
は
雄
山
閣
、
一
九
二
六
年
）。
百
瀬
今
朝
雄
「
主
な
き

鎌
倉
府
」（『
神
奈
川
県
史　

通
史
編
一
』
第
三
編
第
三
章
第
三
節
、
神
奈
川
県
、
一
九

八
一
年
）。
新
田
英
治
「
中
世
文
献
調
査
報
告
（
一
）」（『
茨
城
県
史
研
究
』
五
一
、
一

九
八
三
年
）。
佐
藤
博
信
「
十
五
世
紀
中
葉
の
常
陸
佐
竹
氏
の
動
向―

特
に
義
憲
（
義

人
）・ 

義
頼
（
義
俊
）・
義
治
を
め
ぐ
っ
て―

」（
同
氏
『
続
中
世
東
国
の
支
配
構
造
』

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）。 

佐
々
木
倫
朗
「
佐
竹
義
舜
の
太
田
城
復
帰
と
『
佐
竹

の
乱
』」（
同
氏
『
戦
国
期
権
力
佐
竹
氏
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
。
初
出

は
一
九
九
八
年
、
補
訂
・
改
稿
し
て
所
収
）。
黒
田
基
樹
「
関
東
管
領
上
杉
氏
の
研        

究
」（
同
氏
編
『
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
関
東
武
士
の
研
究　

第
十
一
巻　

関
東
管
領
上
杉

氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）  

註
（
11
）
に
掲
げ
た
論
考
の
多
く
は
、
上
杉
憲
定
か
ら
憲
忠
へ
の
関
東
管
領
職
の
継
承

問
題
を
述
べ
る
際
に
、
当
事
者
の
一
人
で
あ
っ
た
佐
竹
実
定
の
背
景
を
記
す
上
で
、
佐

竹
宗
家
内
の
問
題
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
義
人
・
義
俊
・
実
定
の
関
係
を
詳
し
く

取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
藤
氏
・
佐
々
木
氏
（
た
だ
し
、
佐
々
木
氏
は
そ
の
前

後
約
一
〇
〇
年
間
に
渡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
佐
竹
の
乱
」
の
一
部
分
と
し
て
扱
っ

て
お
ら
れ
る
）
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）  

前
掲
註
（
11
）
新
田
氏
論
文
。

（
4
）  『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
）。

（
5
）  「
鹿
島
神
宮
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅰ
』「
鹿
島
神
宮
文
書
」
一
一
九
）。

（
6
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅴ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
四
八
」
四

七
）。

（
7
）  「
阿
保
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
阿
保
文
書
」
一
五
）。

（
8
）  「
安
保
文
書
」（『
神
奈
川
県
史　

資
料
編
三
上
』
五
五
一
七
）。

（
9
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅴ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
五
〇
」
二

二
）。

（
10
）  

前
掲
註
（
11
）
新
田
氏
論
文
参
照
。
新
田
氏
は
現
存
す
る
義
人
花
押
の
全
て
を
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

（
11
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
年
未
詳
卯
月
十
二
日
付
け
佐
竹
義
人
書
状
写
（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
二
三
）、「
八
雲
神
社
文
書
」
年
未
詳
十
二
月
十

八
日
付
け
佐
竹
義
人
書
状
（『
鎌
倉
市
史　

史
料
編
一
』「
八
雲
神
社
文
書
」
四
〇
二
）。

（
12
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
文
安
二
年
二
月
七
日
付
け
佐
竹
義
人
知
行
充
行
状
写
（『
茨
城
県

史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
二
五
）。

（
13
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
論
文
。

（
14
）  「
東
京
大
学
白
川
文
書
」（『
白
河
市
史　

五　

史
料
編
二
古
代
・
中
世
』
第
二
編
中
世

Ⅰ
文
書
（
以
下
、『
白
』
と
略
記
す
る
）、
五
三
八
）。

（
15
）  「
白
河
證
古
文
書
中
先
代
白
河
家
蔵
」
永
享
四
年
五
月
二
日
付
け
蔵
人
頭
人
藤
原
忠
長

奉
口
宣
案
（『
白
』
四
九
三
）。

（
16
）  

白
河
氏
・
小
峯
氏
が
幕
府
の
求
め
に
応
じ
て
積
極
的
な
軍
事
行
動
に
出
た
形
跡
は
ほ
と

ん
ど
な
い
が
、
永
享
十
年
頃
か
ら
幕
府
方
の
発
給
す
る
軍
勢
催
促
等
の
文
書
に
そ
の
名

が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
所
領
問
題
等
で
便
宜
を
計
ら
わ
れ
た
り
し
た
上
、
上

杉
憲
実
、
足
利
満
直
等
と
も
交
渉
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
た
め
、
幕
府
方
に
つ

い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
17
）  「
鳥
名
木
文
書
」
応
永
三
十
年
三
月
日
付
け
鳥
名
木
國
義
軍
忠
状
（『
茨
城
県
史
料　

中

世
編
Ⅳ
』「
鳥
名
木
文
書
」
八
）。
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（
18
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
永
享
十
一
年
二
月
二
十
九
日
付
け
佐
竹
義
人
書
下
写
（『
茨
城
県

史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
二
四
）。

（
19
）  
前
掲
註
（
12
）。

（
20
）  「
喜
連
川
判
鑑
」
応
永
三
三
年
正
月
十
六
日
条
（『
続
群
書
類
従　

５
上
』）。

（
21
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
氏
論
文
。
永
享
の
乱
後
に
義
俊
の
発
給
文
書
が
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
家
督
を
譲
ら
れ
、
義
人
・
義
俊
の
二
党
政
治
が
行
わ
れ

て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
氏
論
文
。

（
23
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
々
木
氏
論
文
。

（
24
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
年
未
詳
八
月
十
六
日
付
け
足
利
成
氏
判
持
写
（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
六
）。

（
25
）  

前
掲
註
（
11
）
各
氏
論
文
。

（
26
）  

前
掲
註
（
11
）
百
瀬
氏
論
文
。

（
27
）  

前
掲
註
（
11
）
各
氏
論
文
。

（
28
）  

前
掲
註
（
11
）
黒
田
氏
論
文
。

（
29
）  

前
掲
註
（
11
）
新
田
氏
論
文
。
佐
藤
氏
論
文
。

（
30
）  

前
掲
註
（
11
）
黒
田
氏
論
文
。「
康
応
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
実
定
は
上
杉
憲
実
か
ら
重

代
文
書
と
家
督
を
譲
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。

（
31
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
年
未
詳
卯
月
十
一
日
付
け
足
利
成
氏
感
状
写
（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
五
）。

（
32
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
々
木
氏
論
文
。

（
33
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
七
）。

（
34
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
八
）。

（
35
）  「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」（『
茨
城
県
史
料　

中
世
編
Ⅳ
』「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
九
）。

（
36
）  

前
掲
註
（
31
）。

（
37
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
氏
論
文
。

（
38
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
々
木
氏
論
文
。

（
39
）  

前
掲
註
（
44
）『
家
譜
』「
佐
竹
」
義
実
項
。

（
40
）  「
那
須
文
書
」
年
未
詳
七
月
二
十
九
日
付
け
足
利
成
氏
書
状
写
・
年
未
詳
五
月
一
日
付

け
足
利
成
氏
書
状
写
（『
栃
木
県
史　

史
料
編
中
世
二
』「
那
須
文
書
」
六
六
・
八
六
）。

い
ず
れ
も
年
未
詳
で
あ
る
が
、
当
時
の
情
勢
か
ら
康
正
元
年
に
比
定
で
き
る
。

（
41
）  

島
村
圭
一
「
宇
都
宮
等
綱
に
関
す
る
一
考
察
」（『
太
平
臺
史
窻
』
十
一
号
、
一
九
九
二

年
。
の
ち
、
江
田
郁
夫
編
『
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
関
東
武
士
の
研
究　

第
四
巻　

下
野
宇

都
宮
氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
一
年
に
収
録
）。

（
42
）  『
鎌
倉
大
草
紙
』（『
群
書
類
従　

第
二
十
輯
』）。

（
43
）  「
御
内
書
案
」
長
禄
四
年
四
月
二
十
八
日
（『
続
群
書
類
従　

二
三
下
』）。

（
44
）  「
御
内
書
案
」
長
禄
四
年
十
月
二
十
一
日
（『
続
群
書
類
従　

二
三
下
』）。

（
45
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
氏
論
文
。

（
46
）  『
家
譜
』、
前
掲
註
（
11
）
佐
々
木
氏
論
文
。

（
47
）  「
阿
保
文
書
」（『
戦
国
遺
文　

古
河
公
方
編
』
三
三
三
）。

（
48
）  

前
掲
註
（
24
）・（
31
）。

（
49
）  「
御
内
書
案
」
長
禄
四
年
十
月
二
十
一
日
付
け
宇
都
宮
四
郎
（
明
綱
）・
小
山
下
野
守

（
持
政
）・
那
須
越
後
守
（
持
資
）・
佐
野
伯
耆
守
充
て
御
内
書
案
（『
続
群
書
類
従　

二

三
下
』）。

（
50
）  「
御
内
書
案
」
長
禄
四
年
四
月
二
十
八
日
・
寛
正
三
年
十
二
月
二
十
六
日
・
寛
正
五
年

八
月
十
七
日
付
け
御
内
書
案
な
ど
（『
続
群
書
類
従　

二
三
下
』）。

（
51
）  

前
掲
註
（
11
）
佐
藤
氏
論
文
。

（
52
）  「
本
願
寺
文
書
」
年
未
詳
九
月
二
十
二
日
付
け
細
川
持
之
書
状
写
（『
栃
木
県
史　

史
料

編
中
世
四
』「
本
願
寺
文
書
」
七
）。
年
未
詳
だ
が
、
内
容
か
ら
嘉
吉
の
乱
に
際
し
て
発

給
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
の
で
、
嘉
吉
元
年
に
比
定
で
き
る
。
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（
53
）  「
東
京
大
学
白
川
文
書
」（『
白
』
六
一
四
）。

（
54
）  「
早
稲
田
大
学
白
川
文
書
」（『
白
』
六
一
五
）。

（
55
）  「
東
京
大
学
白
川
文
書
」
年
未
詳
十
一
月
二
十
一
日
付
け
佐
竹
義
憲
書
状
（『
白
』
五
三

七
）。

（
56
）  「
國
學
院
大
學
白
河
結
城
文
書
」
年
未
詳
九
月
六
日
付
け
小
山
持
政
書
状
（『
白
』
六
一

二
）。

（
57
）  

前
掲
註
（
41
）
島
村
氏
論
文
。

（
58
）  「
御
内
書
案
」
文
正
元
年
六
月
三
日
（『
続
群
書
類
従　

二
三
下
』）。

（
59
）  

前
掲
註
（
44
）『
家
譜
』「
佐
竹
」
義
実
項
。
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